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お知らせ版

子どもを虐待から守るのは地域のみなさんの「気づき」～11月は児童虐待防止推進月間～

11月25日（月）から12月1日（日）は 
「犯罪被害者週間」です

第18回 やまとこおりやま 人権フェア 
（入場無料･申込不要）

高齢者の相談窓口 第二地域包括 
支援センターが移転します市税・国民健康保険税 

納付の夜間窓口を開設します　

　児童虐待とは、親や保護者によってなされる、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう行為です。
大人の都合や期待の押しつけ、体罰・言葉で責めたて従わせる行為は、「しつけのつもり」でも、
子どもにとって有害ならば「虐待」になります。
・�「これって虐待？」「子どものことを思って」「じゃぁ～どうすればいいの？」…�
子育てに悩む親がいたら…ご自身が出産や子育てに悩んだら…話してみましょう。
・「もしかして？」…虐待を受けていると思われる子どもがいたら…相談・連絡してください。
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問合せ＝奈良県中央こども家庭相談センター（☎0742-26-3788）、こども福祉課�子育ち支援係（内線526）
※連絡者（匿名可能）や連絡内容に関する秘密は守られます。

　犯罪被害は私たちの身近なところで起こっています。
あなたの周りにも犯罪被害に巻き込まれ、苦しんでいる
人がおられるかもしれません。犯罪被害にあわれた人が
住み慣れた地域で安心して暮らすために、地域社会で犯
罪被害者を支えるとともに、地域社会が一丸となって犯
罪と対決する気運を高め「被害者も加害者も生み出さな
い、安心・安全のまちづくり」を実現しましょう。
◆�「犯罪被害者支援�奈良県民のつどい」を開催します
（無料、事前申込不要）

日時＝12月18日（水）13時～16時（開場12時30分）
場所＝なら100年会館�中ホール
問合せ＝人権施策推進課（内線245）

日 時＝11月25日（月）・26日（火）・28日（木）・29日
（金）�各日17時15分～20時

場 所・問合せ＝税務課（108番窓口、内線273～276）�
保険年金課（103番窓口、内線321・324・329）

※裏玄関を利用してください。

◆�第18回人権ショートレター入賞者発表と優秀作品の朗読
◆講演会｢自分らしく生きる｣（講師：真道�ゴーさん）
◆和太鼓演奏「矢ッターキッズⅡ」
◆奈良県立ろう学校ダンス部のダンス披露
◆人権擁護委員による人権相談
　（10時～12時･2階会議室A）
日時＝12月7日（土）13時～
場所＝DMG�MORI�やまと郡山城�ホール�小ホール
問合せ＝人権施策推進課（内線334）

　12月2日（月）から第二地域包括支援センターが片
桐地区公民館内へ移転します。電話番号、FAX番号、
開所時間に変更はありません。
◆第二地域包括支援センター
住所＝〒639-1042　大和郡山市小泉町105-1
日時＝月～金曜日�9時～17時・土曜日�9時～12時
問 合せ＝第二地域包括支援センター（☎55-7011、 �
55-7012）
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